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平成２１年３月２７日

各 都 道 府 県 総 務 部 長

（人事担当課、市区町村担当課扱い）

各 都 道 府 県 企 業 管 理 者

各 指 定 都 市 総 務 局 長
殿

（人事担当課扱い）

各 指 定 都 市 企 業 管 理 者

各 企 業 団 企 業 長

（都道府県・指定都市が加入するもの）

総務省自治行政局公務員部公務員課長

総 務 省 自 治 財 政 局 公 営 企 業 課 長

職員団体及び労働組合の活動に係る職務専念義務の

免除等について（通知）

地方公務員の職員団体及び労働組合の活動については「職員団体の活動に係る職

務専念義務の免除等について」（平成１８年１月１８日付け総行公第６号公務員部

長通知）及び「労働組合の活動に係る職務専念義務の免除等について」（平成１８

年１月２４日付け総行公第９号公務員課長、総財公第８号公営企業課長通知）によ

り、速やかな適正化を要請しているところです。

また、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例及び組合休暇の取

扱いについては、昭和４１年６月２１日付け自治公第４８号行政局長通知、昭和４

３年１０月１５日付け自治公一第３５号行政局長通知、昭和４３年１０月１７日付

け自治公一第３７号公務員第一課長通知により示しているところです。

しかしながら、今般取りまとめた「職員団体・労働組合に係る職務専念義務の免

除等に関する調査結果」によると、一部の地方公共団体において、依然として、適

法な交渉を行う場合に限られるべき勤務時間中の有給での活動、無給とすべき組合

休暇等について、不適切な制度又は運用の事例が見受けられました。そのような地

方公共団体におかれては、上記通知を踏まえ、速やかに適正化に取り組まれるよう

お願いします。

貴都道府県内の市区町村等に対しても、この旨を周知されるよう併せてお願いし

ます。

本通知は、地方公務員法第５９条（技術的助言）及び地方自治法第２４５条の４

（技術的な助言）に基づくものです。
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